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投
資
機
会
を
求
め
た
り
、
進
出
先
で
技

術
者
と
し
て
周
辺
国
に
住
む
と
い
う
よ

う
な
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
域
内
の
観

光
客
や
医
療
目
的
の
越
境
者
も
重
要
な

主
体
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人

の
動
き
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体

（
Ａ
Ｅ
Ｃ
）
実
現
後
の
経
済
成
長
に
と

も
な
っ
て
、
よ
り
活
発
に
な
っ
て
い
く

と
考
え
ら
れ
る
。
将
来
的
に
は
、
タ
イ

に
出
稼
ぎ
に
き
て
い
た
労
働
者
が
自
国

産
業
を
支
え
る
人
材
と
し
て
の
機
会
を

求
め
る
べ
く
帰
国
す
る
動
き
も
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
特
集
で
は
、
ま
ず
本
稿
に
て
、
タ

イ
の
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
状
況
を

確
認
し
た
う
え
で
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
送

り
出
し
状
況
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
そ

し
て
、
域
内
の
経
済
統
合
の
重
要
側
面

の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
移
民
労
働

者
の
送
金
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
久
保
論

文
、
移
民
労
働
者
が
実
際
に
多
く
雇
用

さ
れ
る
こ
と
が
産
業
に
ど
の
よ
う
な
影

　

メ
コ
ン
地
域
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ

ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
、
タ

イ
）
は
、
各
国
が
長
い
陸
路
国
境
を
接

す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
年
に

わ
た
っ
て
、
人
々
の
往
来
が
活
発
に
行

わ
れ
て
き
た
。
近
年
、
比
較
的
経
済
水

準
の
高
い
タ
イ
を
ハ
ブ
と
し
て
、
域
内

の
人
の
移
動
が
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い

る
。
人
数
で
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
は
、

周
辺
国
か
ら
タ
イ
に
流
入
す
る
未
熟
練

労
働
者
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
末
の
時

点
で
四
〇
〇
万
人
が
タ
イ
の
産
業
を
支

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
周
辺
国
の
専
門
技
術

を
持
っ
た
人
た
ち
が
よ
り
よ
い
経
済
機

会
を
求
め
て
タ
イ
に
移
住
し
た
り
、
留

学
生
と
し
て
タ
イ
に
一
時
的
に
居
住
す

る
人
々
、
国
境
地
域
の
市
場
で
の
物
の

売
買
に
か
か
わ
る
べ
く
頻
繁
に
越
境
す

る
人
々
が
い
る
。
そ
し
て
、
人
の
流
れ

は
必
ず
し
も
一
方
通
行
で
は
な
く
、
タ

イ
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
ら
が
周
辺
国
へ
の

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
矢
倉
論
文

が
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
ナ
ン
ミ
ャ
ケ

ー
カ
イ
ン
論
文
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
送
り

出
し
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
紹
介
し
、
タ

イ
の
教
育
機
関
や
Ｉ
Ｔ
セ
ク
タ
ー
等
を

支
え
て
い
る
高
い
技
能
を
持
つ
ミ
ャ
ン

マ
ー
人
の
実
態
に
つ
い
て
ミ
ャ
ッ
ト
モ

ン
論
文
が
考
察
す
る
。

●
タ
イ
の
外
国
人
労
働
者
受
け
入

れ
状
況

⑴
未
熟
練
労
働
者

　

メ
コ
ン
地
域
は
、
経
済
発
展
の
度
合

い
が
大
き
く
異
な
る
国
を
含
む
地
域
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
陸
路
国
境
を
通
じ
て

多
く
の
未
熟
練
労
働
者
が
タ
イ
を
目
指

し
て
い
る
。
タ
イ
で
未
熟
練
労
働
者
と

し
て
受
け
入
れ
を
認
め
ら
れ
て
い
る
き

た
の
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
の
三
カ
国
（
以
下
、
Ｃ
Ｌ
Ｍ

と
記
す
）
か
ら
の
労
働
者
の
み
で
あ
り
、

メ
コ
ン
地
域
内
に
位
置
す
る
ベ
ト
ナ
ム

か
ら
の
労
働

者
は
、
二
〇

一
六
年
か
ら

公
式
な
受
け

入
れ
が
開
始

さ
れ
る
（
二

〇
一
五
年
七

月
合
意
）。

現
時
点
で
は
、

Ｃ
Ｌ
Ｍ
諸
国

出
身
者
が
大

半
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
以

下
で
は
と
く

に
断
り
が
な

い
限
り
は
、

陸
路
国
境
を

接
す
る
三
カ

国
出
身
の
労

働
者
に
つ
い

て
述
べ
る
。

　

ワ
ー
カ
ー

の
タ
イ
の
平
均
月
額
賃
金
は
三
六
三
ド

ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
周
辺
国
の
賃
金

の
二
～
三
倍
に
の
ぼ
る
（
表
１
）。
経

済
発
展
に
と
も
な
い
、
従
来
は
タ
イ
人

（
東
北
地
方
な
ど
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働

者
を
含
む
）
が
担
っ
て
き
た
農
林
水
産

業
、
縫
製
業
や
食
品
加
工
の
工
場
労
働
、

建
設
現
場
で
の
労
働
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
セ
ク
タ
ー
で
の
労
働
の

特 集 ❷
メコン地域の移民労働者

　

メ
コ
ン
地
域
の
移
民
労
働
者

―
タ
イ
の
受
け
入
れ
状
況
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
送
り
出
し
状
況
―

初
鹿
野 

直
美

表１　メコン地域諸国の所得水準および平均賃金（2014年）
タイ カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム

名目 GDP（10億ドル） 374 17 12 63 186 

１人あたり GDP（ドル） 5,445 1,081 1,693 1,221 2,053 

人口（100万人） 69 15 7 51 91 

ワーカー平均月額賃金（ドル） 363 113 111 127 175／185

中堅技術者平均月額（ドル） 669 323 173 388 396／351

（注）　ベトナムはハノイ（左）およびホーチミン（右）の賃金を併記してある。
（出所）　JETRO ウェブサイト（投資コスト比較）より作成。
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多
く
が
、
一
九
九
〇
年

代
か
ら
Ｃ
Ｌ
Ｍ
出
身
の

労
働
者
に
と
っ
て
代
わ

ら
れ
て
い
る
（
表
２
）。

　

地
域
と
し
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
境
に
近
い

地
域
に
各
国
の
出
身
者

が
多
く
集
ま
る
が
、
沿

岸
部
の
工
場
が
多
く
立

地
す
る
地
域
や
、
バ
ン

コ
ク
郊
外
の
漁
業
で
栄

え
て
い
る
地
域
に
は
、

出
身
地
か
ら
の
距
離
を

問
わ
ず
に
多
く
の
移
民

労
働
者
が
集
ま
っ
て
い

る
。

　

タ
イ
で
は
二
〇
〇
二

～
二
〇
〇
三
年
に
Ｃ
Ｌ

Ｍ
各
国
と
の
二
国
間
覚

書
を
締
結
し
、
二
〇
〇

六
年
以
降
、
各
国
内
で

登
録
さ
れ
た
民
間
業
者

を
通
じ
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

ビ
ザ
、
労
働
許
可
証
を

取
得
し
、
業
者
に
よ
る

派
遣
前
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
受
講
し
た
労
働
者
を
、

タ
イ
国
内
で
労
働
省
に

て
外
国
人
労
働
者
雇
用

の
許
可
を
得
た
企
業
が

雇
用
す
る
と
い
う
仕
組

み
が
施
行
さ
れ
て
き
た
（
タ
イ
の
受
入

制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献

①
を
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
正
規

の
ル
ー
ト
で
の
雇
用
に
か
か
る
経
済

的
・
時
間
的
コ
ス
ト
の
負
担
は
、
早
く

職
に
つ
き
た
い
労
働
者
に
と
っ
て
も
、

激
し
く
変
動
す
る
市
場
に
対
応
す
る
必

要
の
あ
る
雇
用
者
に
と
っ
て
も
、
使
い

勝
手
の
よ
い
仕
組
み
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
中
小
・
零
細
企
業
の
雇
用

者
が
多
い
農
業
、
建
設
、
漁
業
な
ど
の

セ
ク
タ
ー
で
は
、
正
規
ル
ー
ト
を
通
じ

た
雇
用
は
非
常
に
限
ら
れ
て
お
り
、
必

要
な
書
類
を
所
持
せ
ず
に
入
国
し
た

人
々
を
未
登
録
な
ま
ま
雇
用
す
る
ケ
ー

ス
が
横
行
し
て
き
た
。

　

タ
イ
政
府
は
、
外
国
人
労
働
力
な
し

に
は
労
働
集
約
産
業
や
建
設
、
農
業
・

漁
業
セ
ク
タ
ー
な
ど
が
立
ち
行
か
な
い

と
い
う
認
識
と
、
こ
れ
ら
の
業
界
か
ら

の
要
望
も
あ
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
来
、

た
び
た
び
必
要
な
書
類
を
持
た
な
い
外

国
人
労
働
者
た
ち
に
事
後
的
に
ア
ム
ネ

ス
テ
ィ
（
恩
赦
）
を
付
与
す
る
措
置
を

と
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年

以
降
、「
こ
れ
が
最
後
の
機
会
で
あ

る
」
と
の
触
れ
込
み
で
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

を
付
与
し
、
全
員
を
正
規
の
移
民
労
働

者
と
し
て
登
録
す
る
試
み
を
行
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
仮
登
録
と
し
て
タ
イ
の

身
分
証
を
作
成
し
、
暫
定
の
労
働
許
可

証
を
発
行
し
た
う
え
で
、
Ｃ
Ｌ
Ｍ
各
国

大
使
館
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
い
て
は
国

境
ゲ
ー
ト
の
窓
口
）
に
よ
る
国
籍
証
明

手
続
き
に
よ
り
、
彼
ら
に
暫
定
パ
ス
ポ

ー
ト
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
つ
い
て
は
身
分

証
［Certificate of Identity

］）を
用

意
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
籍
証
明
の
手
続
き
を
終
え
ら
れ
る
人

は
限
ら
れ
、

移
民
労
働
者

を
す
べ
て
正

規
化
す
る
と

い
う
目
的
は

達
成
さ
れ
ず

に
い
る
。

　

二
〇
一
四

年
六
月
に
摘

発
を
恐
れ
た

カ
ン
ボ
ジ
ア

人
労
働
者
二

〇
万
人
以
上

が
一
斉
に
大

量
帰
国
す
る

事
件
が
起
き

て
か
ら
、
労

働
者
に
再
度

簡
易
登
録
の

機
会
（
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
）
が
用

表２　タイで働く CLM出身労働者（2015年9月）
 ミャンマー  ラオス  カンボジア 

 国籍証明  覚書  国籍証明  覚書  国籍証明  覚書 
 男性  女性  男性  女性  男性  女性  男性  女性  男性  女性  男性  女性 

 漁業 8,401 1,565 1,671 254 333 162 73 32 1,111 495 108 21 
 水産加工 34,803 44,627 5,768 7,368 255 257 576 662 966 1,063 1,842 2,126 
 農業 80,500 59,324 5,147 3,439 1,939 1,541 1,314 1,006 5,332 4,228 1,172 607 
 建設 85,933 53,038 33,686 11,680 2,127 1,707 2,324 1,253 15,719 9,604 15,168 7,074 
 農産品加工 50,134 34,667 6,190 3,967 875 738 1,308 1,499 4,118 3,284 10,932 9,051 
 金属販売 17,444 8,068 1,977 509 362 446 888 395 1,939 1,033 2,366 1,058 
 食料販売 20,729 17,627 2,650 2,183 822 1,188 1,689 1,713 1,622 1,746 2,272 1,767 
 建設資材 11,420 5,325 2,344 838 373 262 777 418 1,883 1,488 1,304 580 
 縫製業 26,779 32,366 3,904 6,134 669 693 571 626 2,108 1,821 3,582 3,248 
 プラスチック 16,962 11,230 1,785 1,297 401 888 813 639 2,018 1,362 3,481 2,748 
 小売 14,849 11,145 2,225 823 683 546 479 461 1,254 929 1,052 822 
 自動車修理 4,819 2,737 365 201 278 732 349 304 489 678 367 210 
 家事労働 7,909 20,761 653 2,199 793 2,257 346 1,061 743 1,473 397 354 
 その他 121,829 75,369 34,662 20,993 9,530 4,492 4,384 2,933 21,047 14,923 28,177 18,041 

 合　計 502,511 377,849 103,027 61,885 19,440 15,909 15,891 13,002 60,349 44,127 72,220 47,707 

（注） 　「国籍証明」は、仮登録後に各国大使館による国籍確認手続きを終了した人数、「覚書」は正規ルートで入国・就労した人数を示す。これ以外に、仮登録後に、
国籍証明未了者が多数存在するが、彼らの業種の詳細は確認されていない。

 （出所）　タイ労働省雇用局ウェブサイト資料より作成。 

表３　CLM労働者登録者数（2014年10～11月）

技能労働者
非熟練労働者

合計
覚書 国籍証明

ワンストップサービスセンター
労働者 家族 小計

ミャンマー 1,836 140,342 946,946 610,305 40,689 650,994 1,740,118
ラオス 153 21,994 33,013 213,242 9,132 222,374 277,534
カンボジア 461 86,628 105,019 613,490 42,316 655,806 847,914

合　計 2,450 248,964 1,084,978 1,437,037 92,137 1,529,174 2,865,566
（注）　ワンストップサービスセンターへの登録数は2014年11月時点、そのほかの数字は2014年10月時点のものである。
（出所）　IOM 資料。
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意
さ
れ
た
こ
と
で
、
窓
口
に
は
未
登
録

の
労
働
者
が
殺
到
し
た
（
参
考
文
献
②
、

表
３
）。
さ
ら
に
そ
の
後
も
登
録
窓
口

が
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

人
手
不
足
を
理
由
に
、
二
〇
一
五
年
に

な
っ
て
か
ら
も
、
漁
業
分
野
や
水
産
加

工
工
場
で
働
く
人
た
ち
の
登
録
が
時
限

的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

⑵
高
い
技
能
を
も
つ
労
働
者

　

Ｃ
Ｌ
Ｍ
出
身
者
で
高
度
な
技
能
を
持

つ
労
働
者
と
し
て
タ
イ
国
内
で
働
い
て

い
る
人
々
は
約
二
五
〇
〇
人
い
る
。
彼

ら
の
多
く
は
、
基
本
的
に
は
パ
ス
ポ
ー

ト
を
持
っ
て
入
国
し
、
正
規
に
就
業
し

て
い
る
。
出
身
国
国
内
で
の
よ
り
よ
い

機
会
を
と
ら
え
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た

一
九
九
〇
年
代
か
ら
近
年
に
い
た
る
ま

で
、
Ｃ
Ｌ
Ｍ
出
身
の
技
能
労
働
者
が
就

職
・
移
住
先
と
し
て
タ
イ
を
選
択
す
る

ケ
ー
ス
は
存
在
し
て
き
た
。
と
く
に
、

一
九
八
〇
年
代
末
以
降
の
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
政
治
的
混
乱
を
受
け
て
移
住
し
て
き

た
富
裕
層
の
役
割
は
大
き
い
（
ミ
ャ
ッ

ト
モ
ン
論
文
）。

　

高
い
技
能
を
も
つ
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
の
移
動
の
自

由
化
の
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

と
く
に
、
専
門
職
八
分
野
（
エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ
、
看
護
、
建
築
、
測
量
技
師
、

会
計
、
開
業
医
、
歯
科
医
、
観
光
）
に

つ
い
て
は
相
互
認
証
制
度
（
Ｍ
Ｒ
Ａ
）

に
の
っ
と
っ
て
域
内
の
移
動
の
自
由
化

を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
、
タ
イ
で
医
師
免
許
は
タ
イ

語
で
の
試
験
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
る

等
、
外
国
人
に
と
っ
て
タ
イ
で
の
専
門

職
従
事
の
障
壁
は
低
く
な
い
。
そ
れ
だ

け
の
能
力
の
あ
る
人
材
は
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
事
実
上
自
由
な
移
動

を
実
現
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
Ａ
Ｅ
Ｃ

実
現
後
も
、
各
国
の
産
業
発
展
に
と
も

な
っ
て
少
し
ず
つ
人
々
が
移
動
す
る
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
状
況
が

す
ぐ
に
一
変
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

⑶
タ
イ
か
ら
近
隣
諸
国
へ
の
人
の
動
き

　

メ
コ
ン
地
域
で
は
、
二
〇
一
〇
年
代

に
な
っ
て
か
ら
、
タ
イ
以
外
の
近
隣
諸

国
で
も
産
業
発
展
が
急
速
に
進
も
う
と

し
て
い
る
。
タ
イ
で
の
賃
金
上
昇
や
大

規
模
洪
水
被
害
が
発
生
し
た
あ
と
の
リ

ス
ク
分
散
を
考
慮
し
た
企
業
が
、
Ｃ
Ｌ

Ｍ
諸
国
へ
の
展
開
を
始
め
て
い
る
（
い

わ
ゆ
る
「
タ
イ
＋
１
」）。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
の
外
部
要
因
に
加
え
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
の
政
治
・
経
済
の
改
革
へ
の
動
き
や

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
進

展
な
ど
、
各
国
の
努
力
も
相
ま
っ
て
、

こ
れ
ま
で
タ
イ
へ
の
流
入
と
い
う
一
方

通
行
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
企

業
の
進
出
に
と
も
な
っ
て
タ
イ
の
技
術

者
や
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
責
任
者
が
周

辺
国
の
進
出
工
場
に
指
導
に
赴
く
等
の

動
き
も
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
タ
イ
で
働
く
未
熟
練
労
働

者
の
多
く
は
、
出
身
国
で
雇
用
機
会
が

増
え
つ
つ
あ
っ
て
も
、
賃
金
格
差
の
壁

が
立
ち
ふ
さ
が
る
。
同
じ
工
場
労
働
を

す
る
に
し
て
も
、
タ
イ
で
の
経
験
は
評

価
さ
れ
ず
、
給
料
が
二
～
三
分
の
一
に

な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
タ
イ
で
得
ら
れ

る
生
活
水
準
、
場
合
に
よ
っ
て
は
病
院

や
子
ど
も
の
教
育
と
い
っ
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
考
え
る
と
、
な
か
な
か
「
帰

国
」
と
い
う
選
択
は
し
づ
ら
い
。

　

タ
イ
企
業
に
と
っ
て
、
Ｃ
Ｌ
Ｍ
の
若

く
て
安
価
な
労
働
力
は
魅
力
的
で
あ
る
。

一
方
で
、
労
働
力
を
必
要
と
す
る
タ
イ

企
業
の
す
べ
て
が
、
隣
国
で
あ
っ
て
も

「
海
外
」
に
進
出
す
る
だ
け
の
余
力
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
タ
イ
国
内
に
と

ど
ま
り
た
い
と
考
え
る
企
業
に
と
っ
て

は
、
安
価
な
外
国
人
労
働
者
へ
の
需
要

は
や
ま
な
い
。
二
〇
一
五
年
一
月
、
タ

イ
の
投
資
委
員
会
（
Ｂ
Ｏ
Ｉ
）
は
奨
励

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
も
合
法
的
な

未
熟
練
外
国
人
労
働
者
の
使
用
を
許
可

す
る
方
針
を
示
し
た
。
ま
た
、
国
境
地

域
に
経
済
特
区
を
開
発
し
、
と
く
に
ミ

ャ
ン
マ
ー
国
境
メ
ー
ソ
ッ
ト
と
カ
ン
ボ

ジ
ア
国
境
の
サ
ケ
ー
オ
な
ど
五
カ
所
を

優
先
開
発
地
域
と
し
、
隣
国
の
ワ
ー
カ

ー
が
通
勤
し
て
こ
ら
れ
る
特
区
に
し
よ

う
と
い
う
プ
ラ
ン
も
あ
る
。
タ
イ
国
内

で
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
こ

う
と
い
う
方
向
性
の
政
策
で
は
あ
る
が
、

国
境
地
域
よ
り
も
内
陸
部
に
入
っ
て
く

る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
い
う
意
図
も

見
え
隠
れ
す
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、

隣
国
が
期
待
し
て
き
た
タ
イ
か
ら
の
企

業
進
出
の
動
き
を
停
滞
さ
せ
る
可
能
性

も
併
せ
持
つ
こ
と
か
ら
、
隣
国
も
大
き

な
関
心
を
持
っ
て
事
態
を
見
守
っ
て
い

る
。

●
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
労
働
者
派
遣

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
労
働
者
の
海
外

派
遣
の
歴
史
は
短
く
、
一
九
九
〇
年
代

後
半
に
始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
長
年

の
内
戦
で
難
民
と
し
て
多
く
の
人
々
が

海
外
に
流
出
し
て
い
た
が
、
一
九
九
〇

年
代
に
和
平
が
達
成
さ
れ
て
以
降
、
経

済
目
的
の
海
外
移
民
が
始
ま
る
。
カ
ン

ボ
ジ
ア
政
府
は
、
国
内
産
業
で
の
雇
用

創
出
の
努
力
を
続
け
て
い
る
が
、
ま
だ

十
分
に
実
現
で
き
て
い
な
い
た
め
、
海

外
へ
の
移
民
労
働
が
人
々
の
重
要
な
選

択
肢
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
、

政
府
は
移
民
労
働
政
策
を
発
表
し
て
お

り
（
二
〇
一
五
年
改
定
）、
よ
り
安
全

か
つ
効
果
的
な
移
民
労
働
を
進
め
て
い

る
。

　

派
遣
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
す
る
国
内
法

制
と
し
て
は
、
一
九
九
五
年
に
政
令
五

七
号
が
定
め
ら
れ
、
労
働
・
職
業
訓
練
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省
が
労
働
者
派
遣
を
監
督
し
、
業
者
登

録
、
労
働
者
の
派
遣
前
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
実
施
等
が
同
政
令
下
に
定
め
ら
れ
た
。

た
だ
し
、
内
容
に
曖
昧
な
部
分
が
多
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
一
年
に
政
令

一
九
〇
号
へ
と
改
正
さ
れ
、
同
政
令
の

下
に
八
つ
の
省
令
が
定
め
ら
れ
、
移
民

労
働
者
の
不
服
申
し
立
て
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

派
遣
業
者
の
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
、
派
遣
前
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

や
契
約
な
ど
の
標
準
的
な
形
式
の
設
定

が
進
め
ら
れ
た
。

　

タ
イ
へ
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、
二
〇

〇
三
年
に
締
結
さ
れ
た
覚
書
以
降
は
、

労
働
省
に
登
録
し
た
正
規
の
派
遣
業
者

を
経
由
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
以
前
も
以
後
も
、
正
規
ル
ー
ト
に

頼
ら
な
い
越
境
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。

出
稼
ぎ
労
働
者
を
多
く
送
り
出
し
て
い

る
の
は
、
バ
ン
テ
ア
イ
ミ
ア
ン
チ
ェ
イ
、

バ
ッ
タ
ン
バ
ン
、
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
と

い
っ
た
タ
イ
国
境
に
近
い
地
域
に
加
え
、

プ
レ
イ
ヴ
ェ
ー
ン
州
や
タ
ケ
オ
州
が
名

を
連
ね
る
（
表
４
）。
タ
イ
と
国
境
を

接
す
る
地
域
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

タ
イ
へ
の
出
稼
ぎ
は
プ
ノ
ン
ペ
ン
へ
の

国
内
の
出
稼
ぎ
よ
り
も
身
近
な
選
択
肢

で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
プ
レ
イ
ヴ

ェ
ー
ン
州
の
あ
る
村
の
村
長
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
〇
年
代
末
ご
ろ
か
ら
タ
イ
へ
の

出
稼
ぎ
が
急
に
増
え
て
お
り
、
最
近
で

は
先
に
行
っ
た
家
族
を
頼
っ
て
タ
イ
に

行
く
人
た
ち
も
多
い
と
い
う
。
新
し
く

人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
た
こ
と
で
、

送
り
出
し
が
促
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。

●
正
規
ル
ー
ト
で
の
派
遣

　

覚
書
締
結
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
労
働
・

職
業
訓
練
省
に
登
録
さ
れ
た
五
〇
あ
ま

り
も
の
業
者
を
通
じ
た
派
遣
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
ち
も
、
正
規
ル
ー

ト
を
利
用
す
る
人
た
ち
は
少
数
派
で
、

非
正
規
の
斡
旋
業
者
、
家
族
や
友
人
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
頼
る
人
た
ち
が
多
い
。

正
規
ル
ー
ト
で
派
遣
す
る
場
合
は
、
表

５
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。
二
〇

〇
〇
年
代
末

の
調
査
で
は
、

こ
の
ス
テ
ッ

プ
に
七
〇
〇

ド
ル
程
度
か

か
り
、
手
続

き
に
三
～
六

カ
月
か
か
る

と
い
う
報
告

が
さ
れ
て
い

る
（
参
考
文

献
③
）。
二

〇
一
四
年
の

タ
イ
・
ラ
ヨ

ー
ン
お
よ
び

サ
ム
ト
ッ
プ

ラ
カ
ン
に
て
マ
ヒ
ド
ン
大
学
調
査
チ
ー

ム
と
筆
者
が
行
っ
た
調
査
（
参
考
文
献

⑤
）
で
は
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
安
く
、

費
用
と
し
て
五
〇
〇
ド
ル
程
度
、
待
機

期
間
一
～
二
カ
月
程
度
で
就
労
し
て
い

る
と
の
回
答
が
得
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

依
然
と
し
て
非
正
規
ル
ー
ト
で
の
就
労

が
圧
倒
的
に
安
く
、
短
期
間
で
就
労
が

可
能
で
あ
り
、
一
週
間
未
満
で
就
労
す

る
人
も
い
る
。
正
規
の
派
遣
業
者
を
利

用
す
る
コ
ス
ト
最
小
化
へ
の
道
の
り
は

ま
だ
遠
い
。
二
〇
一
四
年
に
パ
ス
ポ
ー

ト
の
発
行
を
地
方
で
も
可
能
に
す
る
と

い
う
施
策
が
発
表
さ
れ
た
が
、
実
際
に

は
首
都
で
な
け
れ
ば
取
得
で
き
な
か
っ

た
り
、
正
規
業
者
へ
の
信
頼
も
十
分
に

は
醸
成
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
国
内
で
の
取
り
組
み
は
な
か
な
か

進
ん
で
い
な
い
。

　

パ
ス
ポ
ー
ト
等
の
費
用
や
諸
手
続
き

に
か
か
る
時
間
を
回
避
し
よ
う
と
す
る

大
半
の
労
働
者
が
い
る
一
方
で
、
そ
れ

ら
の
コ
ス
ト
を
負
っ
て
で
も
、
正
規
ル

ー
ト
で
入
国
し
よ
う
と
い
う
人
た
ち
が

一
定
程
度
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
注
目

に
値
す
る
。
二
〇
一
四
年
の
調
査
で
は
、

四
五
〇
人
中
六
〇
人
（
一
三
％
）
の

人
々
が
正
規
ル
ー
ト
で
入
国
・
就
労
し

て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
工
場
で
の

労
働
に
従
事
し
て
い
た
（
工
場
労
働
者

一
三
五
人
中
五
五
人
［
四
一
％
］）。
一

表４　カンボジアにおける労働者送り出し州（2014年）
州 人　数

バンテアイミアンチェイ 127,346 
バッタンバン 84,393 
シェムリアップ 53,225 
プレイヴェーン 49,648 
タケオ 31,418 
その他 193,907 

合計 539,937 

（注） 　コミューンからの報告による数値の合計値。元のデータでは
国名を特定していないが、タイへの派遣が圧倒的に多いことか
ら、タイへの移民労働者数の傾向をとらえることができる数値
として紹介する。

（出所）　Commune Data Base 2014より作成。

表５　カンボジアからタイへの送り出しにかかる手続き
受入企業がタイの各県雇用局に外国人労働者の雇用を申請

⬇
タイ労働省とカンボジア労働・職業訓練省が受入枠数を決定

⬇
受入企業が派遣労働者要請書（Demand Letter）を申請・取得

⬇
派遣業者（Recruitment Agency）はそれを受けて・・・

　労働者の健康診断や適性検査
　ネームリストの作成
　カンボジア労働・職業訓練省に労働者の労働カードを申請・登録
　カンボジア内務省にパスポートの申請
　カンボジア外務国際協力省がネームリストを承認
　タイ労働省がネームリストを承認
　在カンボジア・タイ大使館にてビザ発行

⬇
タイ入国

⬇
健康診断
労働許可申請

⬇
就業開始

（出所）　参考文献④などを参考にして作成。
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方
、
漁
業
や
建
設
労
働
者
の
な
か
で
正

規
の
入
国
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
一
七
〇
人
中
一
人
（
一
％
）、

一
四
五
人
中
四
人
（
三
％
）
と
極
め
て

少
な
か
っ
た
。
非
正
規
の
ル
ー
ト
で
就

労
し
た
人
々
は
最
低
賃
金
三
〇
〇
バ
ー

ツ
を
下
回
る
人
た
ち
が
多
く
み
ら
れ
る

一
方
、
正
規
ル
ー
ト
で
就
業
し
た
人
は

一
日
あ
た
り
三
七
八
バ
ー
ツ
の
収
入
を

得
て
い
る
。
近
年
、
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な

ど
を
通
じ
た
安
全
な
移
民
を
推
奨
す
る

活
動
が
活
発
に
な
り
、
悪
質
な
ブ
ロ
ー

カ
ー
に
よ
る
人
身
取
引
被
害
の
危
険
性

に
つ
い
て
の
情
報
も
広
ま
り
つ
つ
あ
る

こ
と
か
ら
、
安
全
・
安
心
を
よ
り
重
視

す
る
人
々
は
、
正
規
業
者
を
通
じ
た
ル

ー
ト
で
の
移
民
労
働
を
選
ん
で
い
る
様

子
が
う
か
が
え
る
。

　

雇
用
者
に
と
っ
て
は
、
正
規
ル
ー
ト

を
活
用
し
て
い
る
企
業
も
あ
る
一
方
で
、

変
化
の
激
し
い
事
態
に
短
期
間
で
対
応

す
る
必
要
の
あ
る
中
小
零
細
企
業
の
雇

用
者
は
、
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
い
く
う

え
で
、
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
一
〇

〇
〇
人
規
模
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
労
働
者

を
雇
用
し
て
い
る
タ
イ
・
ラ
ヨ
ー
ン
県

の
食
品
加
工
工
場
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は

「
問
題
な
く
正
規
の
派
遣
業
者
か
ら
雇

用
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
が
、
漁
業

経
営
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
年
以
上

の
期
間
で
の
契
約
で
確
保
し
て
い
る
人

材
も
い
る
一
方
で
、
中
長
期
的
な
雇
用

計
画
に
の
っ
と
っ
た
準
備
は
難
し
い
。

●
結
び
に
か
え
て

　

メ
コ
ン
地
域
で
の
未
熟
練
労
働
者
の

移
動
を
制
度
化
し
よ
う
と
い
う
二
国
間

ベ
ー
ス
の
覚
書
が
締
結
さ
れ
、
一
〇
年

以
上
が
た
つ
。
す
べ
て
の
労
働
者
を
正

規
ル
ー
ト
で
送
り
出
し
・
受
け
入
れ
る

と
い
う
目
標
は
、
実
現
ま
で
ま
だ
ま
だ

長
い
道
の
り
を
残
し
て
い
る
。
送
り
出

し
国
の
責
任
、
受
け
入
れ
国
が
そ
れ
ぞ

れ
の
責
任
を
果
た
し
き
れ
て
い
な
い
こ

と
で
、
制
度
の
は
ざ
ま
に
残
さ
れ
た

人
々
が
違
法
な
労
働
者
と
し
て
ア
ン
ダ

ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
化
し
た
結
果
、
搾
取
的

労
働
の
被
害
に
あ
う
な
ど
の
危
険
に
直

面
す
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
の
労
働
者

派
遣
に
お
い
て
は
、
近
年
、
正
規
ル
ー

ト
で
派
遣
さ
れ
て
安
定
し
た
収
入
を
得

て
い
る
人
た
ち
も
い
る
。
一
方
で
、
そ

れ
で
も
す
ぐ
に
収
入
を
得
た
い
人
た
ち

は
非
正
規
ル
ー
ト
を
選
択
し
て
し
ま
う

し
、
雇
用
者
側
も
そ
う
い
う
労
働
力
を

欲
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
正
規
ル
ー
ト

を
奨
励
し
て
い
く
た
め
の
手
続
き
に
か

か
る
時
間
・
費
用
の
削
減
の
た
め
の
努

力
は
さ
ら
に
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
さ
ら
に
、
労
働
者
本
人
や
雇
用

者
ら
の
声
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
覚
書
で

合
意
さ
れ
て
い
る
手
続
き
そ
の
も
の
の

簡
素
化
を
図
る
こ
と
を
含
め
た
改
革
の

余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

メ
コ
ン
地
域
の
労
働
者
の
移
動
を
規

定
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
は
、
二
国
間
ベ

ー
ス
で
の
交
渉
が
基
本
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
課
題
は
、
地
域
全
体
の
産
業

構
造
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ

る
。
メ
コ
ン
地
域
全
体
で
の
視
点
に
よ

る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

（
は
つ
か
の　

な
お
み
／
ジ
ェ
ト
ロ
・

バ
ン
コ
ク
事
務
所
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
研
究
員
）
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